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令和４年度 北区社会福祉事業団事業報告 

 

北区社会福祉事業団は、平成４年４月北区により設立されて以来、高齢者福祉施設や障害者福祉施設

などの運営を通じ、区と一体になって区民福祉の向上と増進を目指し、福祉サービスの主たる担い手と

しての重要な役割を果たしてきた。 

この間、介護保険制度や指定管理者制度の実施など、事業団を取り巻く経営環境は大きく変化してき

た。そこで、事業団では、民間事業者との競争に耐え得る経営基盤を確立するため、介護保険制度改正

に対して的確に対応するとともに、サービス向上や事業の効率化などに取り組んできた。 

令和４年度においては、北区の指定管理として、特別養護老人ホーム上中里つつじ荘・清水坂あじさ

い荘（短期入所事業も実施）や４か所の高齢者在宅サービスセンター、王子・赤羽西福祉作業所、赤羽

西福祉工房の９施設を運営し、北区からの委託として２か所の地域包括支援センター（高齢者あんしん

センター）を運営している。なお、４か所の高齢者在宅サービスセンターのうち田端高齢者在宅サービ

スセンターについては、令和４年１０月末に施設の廃止に伴い指定管理を終了した。また、独自事業と

して、指定居宅介護支援事業、ホームヘルパー訪問事業や居宅介護事業を実施している。 

施設の運営にあたっては、建物設置者の北区は上中里つつじ荘と清水坂あじさい荘の２施設の大規模

改修を計画及び実施しているため、移転を見越しながらの運営をしているところとなっている。上中里

つつじ荘については、令和３年度から令和４年度にかけて大規模改修が行われ、この間旧浮間さくら荘

へ移転していたが、令和４年１０月に上中里つつじ荘にて運営が再開した。清水坂あじさい荘について

は、令和５年度に大規模改修が行われるため、旧浮間さくら荘への仮移転を６月に予定しており、令和

７年度の改修完了後に清水坂あじさい荘にて運営の再開を予定している。 

また、新型コロナウイルス感染症については、職員や利用者の間での感染が発生したが、衛生物品の

確保やゾーニングの徹底など、的確に対応を行ってきたところである。 

このため、令和４年度の経営については、コロナ禍による介護保険事業の収入減とウクライナ問題に

端を発する事業費支出の増大に加え、大規模改修の影響もあり、昨年度に引き続き、単年度収支はマイ

ナスとなった。この経営状況を改善し、事業団の運営理念に掲げる「広く区民の福祉の向上と増進に寄

与する」ために、経営計画に基づき人事・給与制度の再整備に着手し、ICT や介護ロボットの導入に向

けて検討を開始したところである。 

障害施設の関係では、利用者が地域で自立し安心して生活できるよう一層支援を充実していくととも

に、利用者等の安全の確保を高めるため、北区や警察等関係機関との協力、連携体制を図り、施設の管

理体制や防犯措置の強化に取り組んでいる。 

地域貢献事業では、北区社会福祉協議会と連携し、小学生対象の学習支援教室の運営を行っている。

活動実績としては、年間２４回（毎月２回）実施、総参加児童数１５１人であった。参加児童や保護者

からは好評であり、地域貢献につながっていることから、収入のない事業ではあるが、当事業団の社会

的な価値を高める事業となっている。 

人材確保関係では、令和４年度には、新卒１人、経験者９人を採用した。引き続き、人材の定着を図る

ため、新任研修やハラスメント防止研修など、職員の育成や資質向上に資する研修の充実を図っている。

今後も安定的、継続的な職員体制づくりに取り組むため、ハローワークや東京都福祉人材センター等の

公共機関やホームページに加え、ＳＮＳを活用した職員募集、大学等への情報提供や実習受け入れを積

極的に行っていく 
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〔特別養護老人ホーム〕 

概ね６５歳以上で常時介護を必要とし、在宅では介護を受けることが困難な人を対象とした施設です。 

（単位：人）   

特別養護老人ホーム  要介護１ 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 平均介護度 計 定員 

上中里つつじ荘  ０ ０ １８ ４６ ３６ ４．１８ １００ １２０ 

清水坂あじさい荘 ０ ２ １５ ３０ １８ ３．９８  ６５ ６５ 

※上中里つつじ荘は、大規模改修工事が終了し、令和４年１０月に仮移転先より戻り再開しました。 

清水坂あじさい荘は、令和５年６月からの大規模改修工事による仮移転に備え、入所調整を実施しまし

た。 

 

 

〔高齢者在宅サービスセンター〕 

「通所介護」を行う事業で、一般型と認知症対応型を

設け、日中施設に送迎し、入浴、食事の提供、生活相談、

健康状態の確認など日常生活の援助を行うとともに、家

族介護者の負担軽減を図ることを目的とした事業です。 

※上中里つつじ荘は、大規模改修工事が終了し、令和４

年１１月から再開しました。 

田端は、令和４年１０月３１日をもって事業廃止となり

ました。 

 

 

 

〔在宅老人短期入所事業〕 

居宅で生活している要支援・要介護者が特別養護老人ホームに短期入所し、入浴、排泄、食事等の介護や日

常生活上の援助、機能訓練などの提供を受けることにより、要介護者等や家族介護者の生活の維持、精神の安

定を図ることを目的とした事業です。 

 

 

 

 

※上中里つつじ荘は、大規模改修工事が終了し、令和４年１１月から再開しました。 

 

 

〔地域包括支援センター〕 

高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、保健、医療、 

福祉サービスなどが有効に利用できるよう総合相談に応じる 

とともに、高齢者の虐待防止、権利擁護事業、見守りネットワ 

ークの推進などを行う事業です。 

 

 

 

 

高齢者在宅 

サービスセンター 

利用 

定員 

年間 

利用者数 

1 日平均

利用者数 

上中里 

つつじ荘 

一般 ３０ ２，７５２ ２２．０ 

認知 ２４ ２，０４０ １６．３ 

田端 
一般 ３０ ４，２３９ ２３．３ 

認知 ２０ ２，５９５ １４．３ 

滝野川西 
一般 ２０ ４，４３９ １４．６ 

認知 １２ １，６８３ ５．５ 

清水坂 

あじさい荘 

一般 ２５ ４，０６４ １３．２ 

認知 ２４ ２，６８５ ８．７ 

短期入所 利用定員 延利用者数 延利用日数 平均利用日数 

上中里つつじ荘  １日１０人 １０６人 ３６３日 ３．４日 

清水坂あじさい荘 １日２２人 ６１５人 ５，０７７日 ８．３日 

地域包括センター 総合相談支援 

昭和町・堀船 ８，２６９件 

東十条･神谷 １０，４３５件 

（単位：人） 

※一般：一般型 認知：認知症対応型 
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〔指定介護予防支援事業所〕 

要支援者が心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利

用者の選択に基づき、適切な保健医療や福祉サービスの提供が確

保されるよう、指定予防サービス事業者や関係機関との連絡調整

を行う事業です。 

 

〔指定居宅介護支援事業所〕 

居宅の要介護者等が指定されたサービスを適切に利用できる

よう、要介護者や家族の依頼を受け居宅サービス計画を作成し、

その計画に基づく保健・医療・福祉サービスの提供が確保され

るよう、指定居宅サービス事業者や関係機関との連絡調整を行

うなどを目的とした事業です。 

 

          

     (単位：時間) 

〔ホームヘルパー派遣事業〕                      

介護保険法において要支援及び要介護と認定さ

れた高齢者の在宅生活を支援するため、地域の保

健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図りなが

ら適正な訪問介護と居宅介護を提供することを

目的とした事業です。清水坂あじさい荘で実施し

ています。 

 

 

 

〔福祉作業所〕 

雇用されることが困難な知的障害者に対し、日々設備を提供して仕事の実習及び生活、健康等の支援をする

ことにより、自立を援助して充実した社会生活を営むための支援をする事業です。 

施設名 利用定員 利用者数 
障害の程度（愛の手帳） 

作業工賃総額 平均工賃月額 
２度 ３度 ４度 

赤羽西 ５５人 ３９人 １０人 １５人 １４人 ６，３９４，９０８円 １４，０５５円 

王 子 ６０人 ５０人 ２５人 ２１人 ４人 ５，５４１，８９１円 １０，０６８円 

 

〔赤羽西福祉工房〕 

心身上の障害のため就業能力が限られている区民に対し、障害者総合支援法に規定する生活介護の障害

福祉サービスを行うことにより、その自立を援助し、もって福祉の増進を図ることを目的とする施設です。 

 

※表の数字は全て令和５年３月３１日のものです。 

計算書類等は、財務諸表等公表システムで公表しております。 

https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do 

 

指定介護予防 

支援事業所 
給付管理件数 

昭和町・堀船 ２，０３１件 

東十条･神谷 ２，３４６件 

指定居宅介護 

支援事業所 

ケアプラン 

作成数 

要介護認定 

訪問調査数 

上中里つつじ荘  休止 休止 

清水坂あじさい荘 ８２７件 ―  

介護予防 

訪問介護 

要支援 1 要支援 2  小 計 合計 

450.5 485.5  936.0 

3,895 

いきいき

生活援助 

要支援 1 要支援 2  小 計 

11.0 148.0  159.0 

訪問介護 
身 体 身体生活 生 活 小 計 

286.5 2367.5 1.0 2655.0 

保険外 
身 体 身体生活 生 活 小 計 

102.5 - 42.5 145.0 

利用定員 利用者数 障害の程度（身体障害者手帳） 

４８人 ４０人 １級２８人、２級１１人、３級１人 


